（Ｒ５冬　大阪教組　青年部）　　　　　　教職員企画課　労務・働き方改革推進Ｇ
第一の項目について
学校における休憩時間につきましては、条例等に基づき付与しているところであり、学校職場の実態も踏まえ、適切に運用されていると認識しています。
なお、休憩時間の適切な運用については、「休憩時間を取得しやすい環境づくりに努めるよう指導すること。また、校長は休憩時間を明示し当該時間に取得できない場合には、他の時間帯に与えるなど、適切な対応を取るよう指導すること。」として市町村教育委員会に対し指導・助言しているところです。
今後とも、適切な制度運用が行われるよう取り組むとともに、全ての教職員が働きやすい職場環境づくりに努めてまいります。
国は、義務教育標準法を改正し、小学校について学級編制の標準を５年かけて段階的に35人に引き下げますが、府としては、35人学級が未実施の学年については、国加配を活用して「少人数習熟度別指導」か「35人学級編制」かを、市町村が実情に合わせて選択できる取組みを、今後も継続します。
国に対しては、35人学級を中学校にも拡充すること、さらに35人学級への計画的な引き下げに伴う教職員定数の改善については、加配定数を維持するよう、要望を行っているところです。
初任者育成のためのサポート体制としては、初任者指導加配について、国において措置される定数を最大限に確保し、効果的に配置ができるよう努めている。
行事予定表の作成にあっては、土曜日、日曜日に行事又は授業を実施する場合には、休業日を変更することとし、教職員の勤務を要しない日の振替についても配慮することとしている。
加えて、府教育委員会としましては、大阪府において円滑に土曜日等の授業を行うことができるよう、遵守すべき事項や手続き等を「土曜授業の実施にあたってのガイドライン」としてまとめ、平成26年８月に府立学校校長・准校長に通知した。
ガイドラインでは、「教職員が土曜授業に係る業務に従事する場合は、法令の定めによる週休日の振替又は勤務時間の割振り変更を確実に行うこと。」としている。
また、「各校において、学校や地域の実情、幼児・児童・生徒の負担を踏まえながら、土曜授業を実施する教育的意義、土曜授業を実施した場合の教育的効果を検討したうえで、計画を立てること。」とし、実施にあたっては、「予め週休日の振替等を行う日時を、当該土曜授業に係る業務に従事する全教職員に確認の上、勤務を命ずること。その際、特に、介護、育児等の配慮要件のある教職員については、当該教職員の事情に十分な配慮を行うこと。」としている。
行事予定表の作成にあっては、土曜日、日曜日に行事又は授業を実施する場合には、休業日を変更することとし、教職員の勤務を要しない日の振替についても配慮することとしている。
加えて、府教育委員会としましては、大阪府において円滑に土曜日等の授業を行うことができるよう、遵守すべき事項や手続き等を「土曜授業の実施にあたってのガイドライン」としてまとめ、平成26年８月に府立学校校長・准校長に通知した。
ガイドラインでは、「教職員が土曜授業に係る業務に従事する場合は、法令の定めによる週休日の振替又は勤務時間の割振り変更を確実に行うこと。」としている。
また、「各校において、学校や地域の実情、幼児・児童・生徒の負担を踏まえながら、土曜授業を実施する教育的意義、土曜授業を実施した場合の教育的効果を検討したうえで、計画を立てること。」とし、実施にあたっては、「予め週休日の振替等を行う日時を、当該土曜授業に係る業務に従事する全教職員に確認の上、勤務を命ずること。その際、特に、介護、育児等の配慮要件のある教職員については、当該教職員の事情に十分な配慮を行うこと。」としている。
教育職員に休日及び週休日に勤務を命じた場合には、休日の場合は、代休日の指定により、週休日の場合は、週休日の振替により、また、教育職員以外の職員については、「時間外勤務・休日勤務の手続き等に関する要綱」に基づき、適切に行うよう指導している。
今後とも、各学校に対し、研修会等のあらゆる機会を通じて周知してまいる。
府立学校における働き方改革をすすめるため、令和５年４月からグループウエア等を活用した校務運営の効率化の取組及び週１回以上の全校一斉定時退庁日の取組を開始した。また、令和５年９月よりデジタル採点の取組を開始した。
さらに、今年度の夏季休業期間に、府立学校及び教員を対象に働き方改革の取組状況や基本的な業務量を把握するためのアンケート調査を実施し、教員の勤務状況に関するデータを取りまとめて公表した。
この結果、在校等時間が長い教員ほど授業の準備・評価や部活動に従事する時間が長いこと、また、学校や教員は会議や各種の調査等に関する業務を精選すべきであると考えていることなどが分かった。
今後アンケート結果の分析をすすめ、府立学校における課題を把握するとともに、これに対応する取組を検討し、更なる働き方改革をすすめてまいる。
市町村立学校における働き方改革についても、府立学校で実施している趣旨を踏まえ、教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則等の制定や労働基準法第36条に基づく協定の締結について、市町村教育委員会に指導助言するなどの働きかけを行ってまいる。
現在、いじめや不登校、自傷行為、暴力行為等、「心身の健康問題」が相当に深刻化するなど、特別な事情のある学校に対しては、児童生徒数の多寡に関わらず、児童生徒の心身の健康の適切な対応を行う学校への加配として、養護教諭を複数配置している。
この養護教諭の加配措置については、毎年、文部科学省の概算要求の状況を踏まえつつ、追加要求を行っているが、加配増が実現できていないのが現状である。次年度以降も引き続き、追加要求を行うとともに、各学校や地域の実情に応じた様々な学校保健上の課題への対応が可能となるよう、養護教諭の定数改善及び加配措置の充実について、国に対して要望してまいる。
また、若年層の養護教諭等へのフォローアップにつきましては、勤務経験が約５年までの養護教諭等を対象とした初任期養護教諭セミナーを毎年２回開催しており、グループワークや指導養護教諭の公開授業見学等を通じて、校種の垣根を越え、若年層の養護教諭が指導養護教諭に気軽に相談できるよう支援している。
栄養教諭については、義務標準法による定数を基礎として、児童生徒の食の指導への対応を行う学校に対する加配も含め、各校の状況を勘案の上、配置している。

第二の項目について	
職場における様々なハラスメント行為は、個人としての尊厳を不当に傷つけ、その能力の有効な発揮を妨げるとともに、職場秩序や業務の遂行を阻害する重大な問題であると認識しております。
府教育庁では、毎年４月と10月に各ハラスメントの防止及び対応に関する指針、ハラスメント相談窓口の案内、教育長メッセージ「ハラスメント『０』に向けて」及びハラスメント相談員の手引きを府立学校校長・准校長に通知するとともに市町村教育委員会にも参考送付し、指針等の周知のほか各市町村で策定しているハラスメント指針等を必要に応じて見直すよう指導しています。
また、教職員がハラスメントを受けた経験や教育庁・学校のハラスメント防止についての取組みが予防や解決に役立っているかなどを把握するため、府立学校の教職員を対象に「教職員間のハラスメント実態把握アンケート」を実施し、令和５年７月に結果を公表し、市町村教育委員会にアンケート実施について情報提供を行いました。
さらに、今年度の「府立学校に対する指示事項」及び「市町村教育委員会に対する指導・助言事項」に職場におけるハラスメントの防止を重点事項として掲げております。令和２年６月に３つのハラスメント指針を改正するとともに府立学校の教職員を対象に、「教職員間のハラスメント実態把握アンケート」を実施し、令和３年３月にアンケート結果を公表しました。
今後とも、管理職及び教職員の意識啓発を図るなど、安心して働くことのできる職場環境をつくるよう、指導・助言に努めてまいります。
教職員の評価・育成システムについては、教職員の意欲・資質能力の一層の向上を図ることにより、教育活動をはじめとする様々な活動の充実、組織の活性化を図ることを目的として実施している。
平成25年度からは、授業アンケートを踏まえた教員評価の仕組みを導入し、この間、客観性・適正性をより一層確保するため必要な改定を行いながら定着を図ってきた。
平成29年度に実施した「教職員の評価・育成システム」に関する教職員アンケートの結果等も踏まえ、引き続き評価・育成システムがより良い制度となるよう、今後も必要に応じて改善に取り組んでまいる。
初任者育成のためのサポート体制としては、初任者指導加配について、国において措置される定数を最大限に確保し、効果的に配置ができるよう努めている。
府教育委員会では、平成28年度からストレスチェック制度を導入し、年１回全職員に対しストレスチェックを実施し、その結果を元に、各職員に対しストレスへの気づきを促すなどセルフケア対策を行うとともに、学校ごとに集団分析を行い、その分析結果を職場環境の改善に活用するよう努めている。
また、府立学校の校長・准校長を対象とする府立学校安全衛生管理者研修会等において、各校でのラインケアの充実に資する講演等を実施している。
市町村に対しては、「市町村教育委員会に対する指導・助言事項」や市町村教育委員会人事担当者会議において、労働安全衛生法にのっとり、教職員の健康の保持増進と快適な職場環境形成の観点から、ストレスチェックや長時間労働者への面接指導の適切な実施等、労働安全衛生管理体制をより充実させるよう指導している。
また、公立学校共済組合大阪支部において、平成27年度から「大阪メンタルヘルス総合センター」を開設し、相談事業や研修事業等を実施し、教職員のためのメンタルサポートの充実を図っており、上記「指導・助言事項」や初任者研修等において、相談窓口の周知を行っている。

第三の項目について 
初任者研修の日程（全25回）については、８回分を市町村教育委員会実施とし、さらに３回分を学校での実践研修としている。そのうえで、６回分を２年目に実施するなど工夫している。
Web研修については、管理職の指定する日時で受講すること、職務としての研修のため、振り返りレポートの作成を含めて勤務時間内に実施すること等を、実施マニュアルに定めている。今後も、その周知に努めてまいる。
研修内容については、様々な受講者のキャリアや身に付けたい資質・能力に対応する内容を精選して実施している。また、提出物についても、記述内容を精選し量も工夫するとともに、様式や記載例を示してきた。
引き続き、研修の質の確保を最優先として、研修形態の工夫を図ってまいります。
初任者育成のためのサポート体制としては、初任者指導加配について、国において措置される定数を最大限に確保し、効果的に配置ができるよう努めている。

第四の項目について
教員に対する体育実技軽減については、平成20年度から、軽減措置期間を妊娠判明時から産休に入るまでとした。
教職員の産休・育休者に対しては、関係法令に基づき代替者を措置している。
なお、妊娠障害休暇の代替措置については、産前・産後休暇に引き続く場合にのみ対応している。
代替者の確保に資するよう、令和４年度は対象を小学校に加えて中学校にも拡大し、夏季休業日の前日までに産休を取得する教員を対象に年度当初から臨時的任用職員を前倒しで任用する措置を実施するとともに、中学校教諭の普通免許状を所持する者に小学校の臨時免許状の授与、免許状失効者等を対象とした研修等を行っている。
また、前倒し任用については、令和６年度より、国において対象職種を拡大することとされており、国の動向も踏まえて、取組みを進めてまいる。
引き続き、これらの取組みを行うことにより、今後とも適正な勤務労働条件の確保に取り組んでまいる。
病休代替講師等については、必要に応じて市町村教育委員会と協議の上、実態を考慮して対応している。
介護休暇制度については、これまで期間延長等の改善や短期介護休暇を創設し、介護休暇の１回の取得回数の制限を平成29年4月1日から撤廃した。
今後とも、適切な制度運用が行われるよう取り組むとともに、全ての教職員が働きやすい職場環境づくりに努めてまる。
災害休暇の適切な運用がはかられるよう、令和５年８月にＦＡＱを作成し、府立学校長・準校長宛送付するとともに、市町村教育委員会宛情報提供した。
今後とも、適切な制度運用が行われるよう取り組むとともに、全ての教職員が働きやすい職場環境づくりに努めてまいる。

第五の項目について 
本方針においては、部活動の指導・運営に係る体制の構築について、校長に対し、教員だけでなく、部活動指導員等の適切な指導者を確保していくことを基本としたうえで、教員の長時間勤務の解消等の観点を踏まえた適正な数の学校部活動の設置及び、学校全体としての適切な体制を構築するよう示している。
府立学校については、令和５年度189名の部活動指導員を配置し、市町村立中学校においては、23市232名に補助を予定しており、部活動における教員の負担を軽減している。引き続き拡充に努める。
休日の部活動の段階的な地域移行に関しては、長期的に生徒にとって望ましいスポーツ・文化芸術環境を整備するため、関係団体等の協力を得ながら、専門性や資質・能力を有する指導者を発掘・把握し、市町村の求めに応じて指導者を紹介するなど、地域クラブ活動の運営団体・実施主体による指導者配置の支援に努める。
また、国の実践・実証事業等を活用した支援を行うとともに、各市町村の意向を踏まえた府予算の確保に努める。
部活動指導員については、今年度府立学校80校189部に配置し、府内23市町232名に補助する予定にしている。
また、令和元年12月には、部活動の指導体制の充実や教職員の負担軽減の観点から、複数校の生徒が拠点校の部活動に参加するなど、合同部活動の取組みの推進に向けて、「部活動の適正な運営について」を通知し、今年度からは、近隣の府立高校２校で合同部活動を行うことにより、部活動の活性化を図るとともに、教員の負担軽減をめざす「部活動大阪モデル」を推進している。
引き続き部活動指導員の配置の拡充及び、部活動指導に係る教員の負担軽減に努めてまいる。
教員特殊業務手当については、平成30年4月から義務教育費国庫負担金の算定基礎額を下回る手当額について増額改定を行うとともに、部活動指導等に係る手当に新たな時間区分を設ける等の改正を行った。
今後とも国の動向や府の財政状況等を踏まえつつ、適切な対応に努めてまいる。
平成２４年７月に各市町村教育委員会教育長あてに送付しました「部活動の位置づけ及び教職員の服務上の取扱いの改定について」において、部活動は学習指導要領に「学校教育の一環として教育課程との関連が図られるよう留意すること」と明記されていることを示し、その位置づけにおいて、部活動が学校の管理のもと、学校教育活動の一環として行われている場合には、その教育的効果も大きいことから、指導に携わる教職員に対する支援を充実するとしている。
部活動は、このような位置づけ及び一定の条件のもとで「公務」と同様に扱い、公式戦への参加及び勤務時間内の部活動指導において交通費は支出されているが、勤務時間外及び週休日等の引率の交通費等に関しては支出していない。


